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予算や計画は、もはや中堅以上の企業だけに必要な経営管理法ではありません。 

経営者の錯覚や勘違い、あるいは悪い習慣がそのまま業績に直結する中小企業でこそ、経

営者が自分の思考パターンに気付いて「もっと良いやり様」を考えるべき時期なのです。 
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◆本レポートの内容◆ 

【１】業績管理が経営力強化につながらない背景 

【２】原因究明姿勢は必ずしも前向きではない 

【３】原因追究ではない業績検討法がある 

【４】予算管理法の有効性 

業績管理で経営力はアップするか 
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